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町田市立公園条例の一部を改正する条例 

町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

付則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付則第２項の前に見出しとして

「（施設等の管理の特例）」を付し、同項を次のように改める。 

２ 指定管理者が指定されていない施設等の管理は、市長が行うものとする。この場

合において、第１６条、第１７条、第１８条及び第２７条の規定の適用については、

第１６条中「指定管理者は、市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第１７

条、第１８条及び第２７条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。 

付則に次の２項を加える。 

３ 前項の場合において、市長は、別表第４の３の表から５の表までに定める額の範

囲内において規則で定める額の使用料を利用者から徴収するものとする。 

４ 第２１条第１項、第３項及び第４項本文、第２３条並びに第２４条の規定は、前

項の使用料について準用する。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市立公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

付 則 

（施行期日） 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（施設等の管理の特例）  

２ 指定管理者が指定されていない施設等の管

理は、市長が行うものとする。この場合にお

いて、第１６条、第１７条、第１８条及び第

２７条の規定の適用については、第１６条中

「指定管理者は、市長の承認を得て」とある

のは「市長は」と、第１７条、第１８条及び

第２７条中「指定管理者」とあるのは「市長」

とする。 

３ 前項の場合において、市長は、別表第４の

３の表から５の表までに定める額の範囲内に

おいて規則で定める額の使用料を利用者から

徴収するものとする。 

４ 第２１条第１項、第３項及び第４項本文、

第２３条並びに第２４条の規定は、前項の使

用料について準用する。 

２ この条例施行の際、すでに設置されている

施設の管理については、別の条例の定めると

ころによる。 

 


